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「屋外広告物適正化旬間」における街頭是正指導・啓発活動及び 

県下一斉簡易除却を実施します 
  

 国土交通省では、毎年９月１日から１０日までを「屋外広告物適正化旬間」と設定し、屋

外広告物の適正管理の促進に向け意識啓発を行っています。 

  本県においても、各市町村において街頭是正指導・啓発活動及び県下一斉簡易除却を実施

し、屋外広告物に対する意識醸成と良好な景観の形成を図ります。 

また、大垣市において下記のとおり重点啓発活動を実施します。 

 

記 

 

１ 街頭是正指導・啓発活動及び県下一斉簡易除却 

 

日時及び場所 別添のとおり 

         ※時間や場所の詳細については、都市政策課までお問い合わせください。 

 

２ 重点啓発活動 

（１）日 時  令和５年９月２日（土）１７：００～１８：００ ※少雨決行 

 

（２）場 所  大垣駅前商店街 

 

（３）内 容   大垣駅前商店街で商店主や通行人に対して啓発チラシ及び啓発グッズ

を配布し、屋外広告物のルールや点検の必要性についての広報啓発活動

を行います。 

 

（４）参加者  大垣市長、県都市建築部長、大垣土木事務所長、西濃県事務所長等 

 

（５）主催者  岐阜県、大垣市 

 

（６）出発式  １７時から大垣駅南北自由通路「おおがき駅ピアノ」付近で実施 

 

 



 

＜参考１＞街頭是正指導・啓発活動について 

各土木事務所単位で設置されている「美しいひだ・みの景観づくり推進会議（県各土木事

務所、各市町村、警察、岐阜県広告美術業協同組合等を構成員とする）」が主体となって岐阜

県屋外広告物条例違反の広告物を掲出している商店主等に是正指導を行うとともに、チラシ

等を配布し屋外広告物のルールについて周知を図ります。 

 

＜参考２＞県下一斉簡易除却について 

岐阜県屋外広告物条例違反のはり紙、はり札等、広告旗、立看板等を除却します。 

なお、令和４年度は、はり紙２２枚、はり札等５枚、広告旗８枚、立看板等５枚の合計 

４０枚の違反広告物を期間中に除却しました。 

 

 

  

 


